
 
 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（第 12 条の 3 第 7 項）に基づき、産業廃棄物管

理票(マニフェスト)を交付した排出事業者（二次マニフェストを交付した中間処理業者を含

む）は、前年度に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、事業場ごとに取り

まとめた報告書を、【様式第三号】により作成し、毎年 6 月 30 日までに、事業場の所在地

を管轄する都道府県知事等に報告しなければなりません。   
 
1 報告対象者  
  対象期間内にマニフェストを交付した者（事業者）が全て報告対象者です。 

前年度に、マニフェストを交付した場合は、交付枚数および排出量に関わらず、報告

書の提出が必要です。  
また、二次マニフェストを交付した中間処理業者も対象となります。  
電子マニフェスト使用分については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

（電子マニフェストの運用組織）が集計して、都道府県知事等に報告を行いますので、

排出業者自ら報告する必要はありません。  
  ただし、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合は、紙マニフェス

ト使用分についてのみ報告が必要です。 
前年度に、マニフェストを全く交付しなかった場合は、報告書の提出は不要です。  

 
 2 報告対象期間および提出期限 
   報告は毎年 1 回、A 票に記載した交付年月日が、前年度の「4 月 1 日～3 月 31 日まで

に」あたるマニフェストについて、6 月 30 日までに報告してください。 
今年は、令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日までの実績を、令和 7 年 6 月 30 日ま

でに報告書を作成され、ご提出ください。 
  
3 報告書の取りまとめ方 
 事業場単位で作成してください。 

産業廃棄物の排出場所の住所が異なれば、別事業場となり、別々に報告書を作成しな

ければなりません。 
 
〈例外〉同一の都道府県（政令市）の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定

しない事業場が 2 以上ある場合は、これらの事業場を 1 事業場としてまとめて報告書を

作成します。（建設工事現場など） 
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令和 7 年（令和 6 年度実績） 「産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状

況報告書」を提出してください。                    



4 報告書の提出先 
(1)持参、郵送の場合  

郵便番号 840-8570 
住所   佐賀県佐賀市城内一丁目 1 番 59 号 

  宛て先   佐賀県  県民環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物担当 
                    
(2)メールの場合 
  junkan-sanpai@pref.saga.lg.jp 
 
5 報告書様式 と 入手方法 
  「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」【様式第三号】は、廃棄物処理法施行規則第 8

条の 27 関係様式第三号によるものと規定されています。（マニフェストやその写しの

添付は不要です。） 
 ●【様式第三号】は県庁ホームページから入手できます。 
   佐賀県庁ホームページ→くらし・子育て→自然・環境・リサイクル→廃棄物・リサ

イクル・土砂等→届出・手続 
→令和 7 年（令和 6 年度実績）「産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書」

を提出してください→様式ダウンロード 
 
 6 提出方法と提出部数  
    1 部を持参又は郵送、メールにより提出してください。 
 
 
● どの提出方法においても、提出された報告書はお返ししませんので、必ず報告書（控

え）を保管しておいてください。提出後、報告書の内容などについて、確認の連絡をす

ることがあります。 
 県の受領印が押印された報告書（控え）が必要な方は、  

(1)持参の場合：報告書（控え）も合わせて 2 部持参 
(2)郵送の場合：報告書（控え）も合わせて 2 部と、切手を貼って宛名書きされた返信用

封筒を同封してください。  
 メールの場合は押印できないため、受領印が必要な場合は、持参や郵送により提出を

してください。 
● 1 部のみの提出や、封筒が入っていない場合は、控えをお返し致しませんのでご了承く

ださい。 
◎メールで提出される方は、必ず【メールの件名】と【添付ファイル名】に 

『「報告者名（会社名）」 ＋ マニフェスト報告』と入れてください。 
また、複数の事業場分の報告書を同時に提出する場合は、 

『「報告者名（会社名）＋ 事業場の名称 」 ＋マニフェスト報告』と入れてください。 
 例）『「○○(株) 佐賀工場」 マニフェスト報告』 
   『「○○(株) 佐賀第 2 工場」 マニフェスト報告』 
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電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、

処分業者の 3 者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。 
（1）事務処理の効率化 
（2）法令遵守（コンプライアンス） 
（3）データの透明性 
などの効果があり、具体的には大量の紙やデータの管理などのコストが軽減され、データ

の紛失や記入漏れ、不正記入がなくなるというメリットがあります。  
 なお、電子マニフェスト使用分については、報告不要です。 
くわしくは、下の関連リンク「電子マニフェストの利用について」（佐賀県ホームページ）

をご覧ください。 
 
 
 
公益財団法人 日本産業廃棄物振興センター （JWNET) 
(電子マニフェストについての運用組織） 
 
日本標準産業分類（令和 5 年 6 月改定） 
（業種中分類が不明な場合は、こちらを利用してください） 
 
 電子マニフェストの利用について（佐賀県ホームページ） 
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 電子マニフェストを活用しましょう 

参考資料 

佐賀県県民環境部  
循環型社会推進課 産業廃棄物担当  
電話：0952-25-7108  
FAX：0952-25-7109 
mail：junkan-sanpai@pref.saga.lg.jp 
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